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枚方市と枚方市職員労働組合の団体交渉の要旨 

 

 

１．日 時 令和３年３月 11 日（木） 午後７時 45 分～午後９時 30 分 

２．場 所 枚方市職員会館 大会議室 

３．出席者 組合側：執行委員長以下約 40 名 

市 側：総務部長、総務部次長、人事課長、職員課長、 

教育政策課長、上下水道局経営総務課長、市立ひらかた病院総務課長、 

書記（人事課・職員課 課長代理） 

４．課 題 「枚方市職労 2021 年春闘統一要求書」に基づく交渉（２回目） 

 

＜交渉内容要旨＞ 

Ⅰ．前回の交渉を受けて 

組  合 市 

・ 前回の交渉を受けて、何か回答できるものは

あるか。 

・  現時点で回答できるものは持ち合わせて

いないが、本日の交渉も誠意をもって臨み

たい。 

 

Ⅱ．新型コロナウイルス感染症対応に関する要求について 

組  合 市 

・ 保健所での新型コロナウイルス対応に関連し

て、保健師等の専門職員を抜本的に増員し、保

健所機能の充実が必要と考えているが、対応に

ついて聞く。 

・ 保健所で勤務している職員が深夜まで対応に

あたっている。交通機関を利用する職員がタク

シーや自家用車で通勤するなどの対応を余儀な

くされている。タクシー代他の手当を支給する

ことはできないか。 

・ 保健所や窓口職場、ごみ収集などの現業職場

など、感染リスクの高い職場に対して、感染防

止対策を徹底し、また、消毒液などの資材を十

分確保するといった対応を求める。 

・ 感染リスクの高い職場で働く職員に対し、定

期的なＰＣＲ検査の実施はできないか。 

 

 

・ 別居家族の看護やワクチン接種会場への付き

添いなど、休業せざるを得ない職員への有給の

特別休暇を対象事例を拡大して、付与すること

・  昨年６月は保健師、２月には放射線技師

を前倒しで採用するといった対応も行って

きたところである。一番良い最適な配置と

バランスになるようにしていきたい。 

・ 通勤手当以外の手当を支給することは困

難であるが、終電がなくなるなど、やむを

得ずタクシーを利用せざるを得ない場合に

備え、必要に応じてチケットを活用できる

よう配布を行っている。 

・ マスクや消毒液等の衛生用品の備蓄量を

見直し、追加配備も行ったほか、新たな物

資の備蓄を行ったところである。 

 

・ 職員に複数の陽性者が確認された場合、

必要な範囲内において、本人同意のもと、

公費で実施する方針を定めており、定期的

な検査は考えていない。 

・ 本感染症に係る特別休暇の対象は、職員

が本感染症に感染している恐れがある場合

であり、別居家族の看護等を対象とするこ
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はできないか。 

・ 本市職員がワクチン接種し、副反応で休業せ

ざるを得ない状況となった際への休暇の対応に

ついて、どう考えているのか。 

とは適切ではないと考えている。 

・ 職員における発熱等の副反応による休暇

の取扱いについては、他の自治体における

対応を注視していく。 

 

Ⅲ．職員・労働者の生活を守る要求について 

組  合 市 

・ 会計年度任用職員の月例給の改善について、

組合員から切実な声が上がっている。処遇改善

に向けて何かできないか。 

・ 会計年度任用職員の夏季休暇の付与日数につ

いて、昨年、前向きな回答があったが、現時点

で回答できるものはあるのか。 

 

 

・ 今年度の退職予定者数と採用者数は、どのよ

うな状況か。 

 

 

・ 前回の交渉時でも触れた、親族間契約に係る

住居手当の見直し及び交通期間に係る通勤手当

の見直しについて、検討結果はどのようになっ

たのか。 

・ コロナ禍による本市の財政運営が厳しい

中、給与面での改善は困難であるが、その

中においても何ができるか検討していく。 

・ 会計年度任用職員の夏季休暇については、

令和３年度から通年任用の会計年度任用職

員において、週５日等勤務の場合、現行４

日から５日へ、週４日等の勤務の場合、現

行３日から４日へ、それぞれ見直しを行う。 

・ 医療職を除いた、定年前早期、普通退職、

再任用退職者等は、90 人を見込んでいる。

新規採用者については、２月の前倒し採用

も含めて、64 人の採用を予定している。 

・ 親族間契約に係る住居手当の見直し及び

交通期間に係る通勤手当の見直しについて

は、令和３年４月１日から実施する。これ

までの協議等で出た検討事項については、

早急に整理し、労使で共有したいと考えて

いる。 

 


